
 

 

 
長
谷
部
区
長
は
区
議
会
第
２

回
定
例
会
に
、
地
域
交
流
セ
ン
タ

ー
や
社
会
教
育
館
な
ど
、
区
民
の

交
流
や
社
会
教
育
の
た
め
の
施

設
の
使
用
方
法
を
変
更
し
、
利
用

率
の
向
上
の
名
で
、
施
設
の
設
置

目
的
以
外
の
団
体
に
も
広
く
活

用
さ
せ
る
条
例
を
提
案
、
自
民
、

シ
ブ
ヤ
笑
顔
、
公
明
な
ど
の
多
数

で
強
行
し
ま
し
た
。 

日
本
共
産
党
区
議
団
は
、
利
用

率
の
向
上
は
、
区
が
そ
れ
ぞ
れ
の

施
設
の
設
置
目
的
を
達
成
す
る

立
場
で
努
力
し
て
引
き
上
げ
る

べ
き
で
あ
り
、
目
的
外
利
用
を
拡

大
す
る
こ
と
は
設
置
目
的
の
達

成
に
逆
行
す
る
と
し
て
反
対
し

ま
し
た
。(

６
月
17
日
号
既
報)

 

 

今
号
で
は
、
最
終
本
会
議
で
私
、

田
中
ま
さ
や
が
行
っ
た
「
渋
谷
区

男
女
平
等
・
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
」
に
反
対
す
る
討
論
を
ご

紹
介
し
ま
す
。 

ア
イ
リ
ス
を
目
的
外
利
用
さ
せ

る
条
例
改
正
に
反
対 

 

本
案
は
、
新
し
い
施
設
予
約
シ

ス
テ
ム
の
導
入
に
と
も
な
い
、
男

女
平
等
・
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
・
ア
イ
リ
ス
の
施
設
利
用
要

件
を
見
直
す
も
の
で
す
。 

改
正
内
容
の
う
ち
、
第
６
条
第

１
項
第
５
号
で
、
設
置
目
的
に
沿

っ
た
団
体
で
、
区
内
を
拠
点
に
活

動
し
て
い
る
団
体
で
あ
れ
ば
、
代

表
者
が
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
要

件
を
満
た
さ
な
く
て
も
使
用
で

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
、
区
内

で
Ｄ
Ｖ
Ｄ
被
害
者
や
困
難
を
抱

え
る
女
性
の
支
援
な
ど
に
当
た

っ
て
い
る
団
体
か
ら
の
要
望
で

も
あ
り
、
こ
の
施
設
の
設
置
目
的

を
達
成
す
る
た
め
に
相
応
し
い

改
正
で
評
価
し
ま
す
。
ま
た
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
予
約
を
可
能
に
す

る
こ
と
は
、
利
用
者
の
利
便
性
の

向
上
に
資
す
る
も
の
で
賛
成
で

す
。 し

か
し
、
本
条
例
改
正
の
重
大

な
問
題
は
、
男
女
平
等
・
ダ
イ
バ

ー
シ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
・
ア
イ
リ
ス

の
設
置
目
的
以
外
の
団
体
に
施

設
利
用
を
認
め
る
こ
と
で
、
本
来

の
設
置
目
的
を
達
成
す
る
た
め

に
活
動
す
る
団
体
の
利
用
に
大

き
な
制
約
が
生
じ
か
ね
な
い
こ

と
で
す
。
本
定
例
会
に
は
、
社
会

教
育
館
や
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

で
も
、
目
的
外
団
体
に
広
く
利
用

さ
せ
る
同
様
の
改
正
が
提
案
さ

れ
て
い
ま
す
。 

ア
イ
リ
ス
の
設
置
目
的
は
、

「
男
女
又
は
性
的
少
数
者
に
関

わ
る
問
題
に
関
す
る
学
習
及
び

交
流
の
機
会
並
び
に
諸
活
動
の

場
を
区
民
等
に
広
く
提
供
す
る

こ
と
に
よ
り
、
男
女
平
等
と
多
様

性
を
尊
重
す
る
社
会
の
推
進
に

資
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ま

で
は
こ
の
目
的
に
沿
っ
た
団
体

し
か
利
用
す
る
こ
と
は
認
め
ら

れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で

も
コ
ロ
ナ
前
の
稼
働
率
は
約
５

割
で
、
相
談
支
援
を
し
て
い
る
団

体
か
ら
「
相
談
日
を
増
や
し
た
い

け
ど
、
会
場
の
確
保
が
困
難
」
と

の
訴
え
も
あ
る
ほ
ど
で
し
た
。 

今
回
の
改
正
で
は
、
こ
れ
ま
で

の
設
置
目
的
に
沿
っ
た
団
体
を

「
区
分
１
」
と
し
予
約
可
能
日
を

３
カ
月
前
の
１
日
に
し
ま
す
が
、

新
た
に
使
用
を
認
め
る
設
置
目 
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地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
、
社
会
教
育
館
な
ど
の
目
的
外
利
用
認
め
る
条
例
改
正
に
反
対 

区
民
施
設
を
「貸
館
」扱
い
し
、
行
政
の
役
割
後
退
許
さ
れ
な
い  

 
 

 

 

に…
 

 

的
以
外
の
団
体
に
つ
い
て
は
、
「
代
表
が
区
内
在

住
、
５
人
以
上
で
構
成
さ
れ
そ
の
２
分
の
１
以
上

が
区
内
在
住
」
を
「
区
分
２
」
、「
代
表
者
が
区
内

在
住
・
在
勤
・
在
学
２
人
以
上
で
構
成
さ
れ
、
そ

の
２
分
の
１
以
上
が
在
住
・
在
勤
・
在
学
」
を
「
区

分
３
」
と
し
て
、
予
約
可
能
日
を
そ
れ
ぞ
れ
３
ヵ

月
前
の
８
日
と
15
日
か
ら
と
し
て
、
目
的
団
体

の
わ
ず
か
１
週
間
後
か
２
週
間
後
か
ら
予
約
可

能
に
し
ま
す
。
さ
ら
に
目
的
外
で
区
と
の
関
係
が

一
切
な
い
「
２
人
以
上
で
構
成
さ
れ
た
団
体
」
も

「
区
分
４
」
と
し
て
使
用
を
認
め
、
目
的
団
体
の

３
週
間
後
の
22
日
か
ら
予
約
可
能
に
し
ま
す
。

こ
れ
で
は
、
条
例
の
目
的
団
体
が
、
２
カ
月
以
上

前
に
会
場
を
予
約
し
よ
う
と
し
て
も
使
え
な
い

と
い
う
こ
と
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
学
習

会
や
相
談
会
を
開
く
時
も
、
講
師
や
相
談
員
が
２

カ
月
前
に
よ
う
や
く
決
ま
っ
て
も
、
目
的
外
団
体

も
含
め
て
予
約
が
い
っ
ぱ
い
で
会
場
が
確
保
で

き
な
い
、
な
ど
の
事
態
が
起
き
か
ね
ま
せ
ん
。 

こ
う
し
た
懸
念
に
対
し
て
質
疑
で
は
、
「
目
的

団
体
に
３
カ
月
以
上
前
に
活
動
を
決
め
て
も
ら

う
よ
う
に
す
る
」
と
の
答
弁
で
し
た
が
、
こ
れ
で

は
目
的
団
体
の
活
動
を
保
障
す
る
の
で
は
な
く
、

逆
に
活
動
を
制
約
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
ま

す
ま
す
条
例
の
目
的
達
成
に
逆
行
し
ま
す
。 

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
人
権
尊
重
、
Ｄ
Ｖ
被
害

や
生
活
に
困
難
を
抱
え
た
女
性
へ
の
相
談
・
支
援

の
強
化
な
ど
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
へ
の
課
題
は
多

岐
に
わ
た
り
、
こ
れ
ら
に
か
か
わ
る
団
体
へ
の
支

援
や
活
動
の
場
の
確
保
が
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
い
ま
、
区
が
力
を
入
れ
る
べ
き
は
、

常
勤
の
婦
人
相
談
支
援
員
の
配
置
を
は
じ
め
こ

の
施
設
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
団
体
の
育

成
や
支
援
で
あ
り
そ
の
た
め
の
活
動
の
場
を
確

保
す
る
こ
と
で
す
。
施
設
の
稼
働
率
を
向
上
さ
せ

る
た
め
に
、
本
来
の
目
的
の
た
め
に
利
用
す
る
団

体
の
活
動
を
制
約
し
か
ね
な
い
こ
の
条
例
改
正

は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。 

以
上
反
対
討
論
と
し
ま
す
。 
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登録区分 登録要件等 予約可能日

区分１ 各施設の設置目的に合う団体 3ヵ月前の月の1日

次の要件をいずれも満たす団体

① 代表者が区内在住者であること。

② ５ 人以上で構成され、構成員の２ 分の１ 以上の者
が区内在住者であること。

次の要件をいずれも満たす団体

① 代表者が区内在住者、区内在勤者又は区内在学者
であること。

② ２ 人以上で構成され、構成員の２ 分の１ 以上の者
が区内在住者、区内在勤者又は区内在学者であること

次の要件を満たす団体

① ２ 人以上で構成されていること。

ゲスト利用 要件無し。通常利用料の2倍の利用料を支払う 利用日の5日前

※はつらつセンター、商工会館、消費者センター などは、ゲスト利用なし

区分２

区分３

その他

地域交流センター、社会教育館、アイリスなどの
新しい施設予約要件と予約可能日

3ヵ月前の月の8日

3ヵ月前の月の15日

3ヵ月前の月の22日

http://tmasayan.exblog.jp/

